
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法 

第５０条の２の規定により指定介護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）第１４条第４項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同法第５５条の３第２号の規定に

基づき別表のとおり告示します。 

 

 

 

  令和 ７年 ７月 ７日 

 

 

 

川崎市長  福 田 紀 彦 

 

川崎市告示第371号



令和６年度　指定介護機関（ 介護予防支援 ）　の部　　廃止

指定番号
廃 　 止
年 月 日

名　　　　　　　称
開　設　の　場　所

 介護保険事業者番号

社会福祉法人母子育成会

川崎区本町１－１－１

しおん地域包括支援センター

川崎区本町１－１－１

令和６年度　指定介護機関（ 介護予防ケアマネジメント　）　の部　　廃止

指定番号
廃 　 止
年 月 日

名　　　　　　　称
開　設　の　場　所

 介護保険事業者番号

社会福祉法人母子育成会

川崎区本町１－１－１

しおん地域包括支援センター

川崎区本町１－１－１

令和６年度　指定介護機関（ 居宅介護支援 ）　の部　　廃止

指定番号
廃 　 止
年 月 日

名　　　　　　　称
開　設　の　場　所

 介護保険事業者番号

医療法人社団こうかん会

川崎区鋼管通１－２－１
こうかん訪問看護ステーション　ケアプランセンター

川崎区鋼管通１－２－１

令和６年度　指定介護機関（ 介護予防訪問介護 ）　の部　　廃止

指定番号
廃 　 止
年 月 日

名　　　　　　　称
開　設　の　場　所

 介護保険事業者番号

株式会社日本アメニティライフ協会

横浜市青葉区みたけ台５－１０

クローバー訪問介護かわさき

高津区宇奈根６３５－２

令和６年度　指定介護機関（ 訪問看護 ）　の部　　廃止

指定番号
廃 　 止
年 月 日

名　　　　　　　称
開　設　の　場　所

 介護保険事業者番号

社会福祉法人寿楽園

佐賀県三養基郡基山町大字園部２３０７

訪問看護ステーション青鷺

宮前区野川台３－７－１

令和６年度　指定介護機関（ 介護予防訪問看護 ）　の部　　廃止

指定番号
廃 　 止
年 月 日

名　　　　　　　称
開　設　の　場　所

 介護保険事業者番号

社会福祉法人寿楽園

佐賀県三養基郡基山町大字園部２３０７

訪問看護ステーション青鷺

宮前区野川台３－７－１

１４６５５９００６２R7.3.31川－５０８６４

１４６５５９００６２

川－６０６３４ H29.3.31 １４７５３０２７０７

川－５０８３４ R6.6.30 １４０５００００４１

川－５０６１５ R7.3.31 １４７５００１２７５

１４０５００００４１

R7.3.31

川－５０８３４ R6.6.30

川－５０８６４
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